
 4章‐1 

第４章 管きょ更生 

 

第１節 共通事項 

 

下‐１‐４‐１‐１ 一般事項 

１ 本章は、管きょ更生工（反転工法、形成工法、製管工法）について定めるものとする。 

２ 受注者は、工事内容・施工条件等を考慮して、これに適合する安全かつ効率的な施工方

法について検討のうえ、施工計画書に明記し監督職員に提出しなければならない。 

３ 工事における出来形及び品質にかかる管理基準及び規格値は、本編添付資料「28 下水道

施設土木工事施工管理基準(案)」によるものとする。 

４ 管きょ更生工前の下水管きょ調査及び(既設)下水管きょ内の洗浄工の仕様は、「業務委託

共通仕様書（平成 21年 1月 大阪市建設局）」（以下「業務委託仕様書」という。）に基づく

ものとする。 

業務委託仕様書は、大阪市建設局ホームページ《http://www.city.osaka.lg.jp/kensets

u/index.html》（＞入札契約情報＞入札・契約のお知らせ＞建設局入札・契約のお知らせ＞

設計図書（仕様書）等の入手方法等について＞業務委託共通仕様書のダウンロードについ

て）に掲載している。 

 

下‐１‐４‐１‐２ 材料 

１ 管きょ更生工に使用する材料（以下「管きょ更生材料」という。）は、適正な品質管理の

もとで製造された規格を証明する「規格証明書」、または「製造証明書」及び「試験成績書」

等を使用材料品質等証明書に添付のうえ、監督職員に提出しなければならない。 

２ 更生管きょ材料の製造にあたって、設計条件、計算手法、計算過程及び計算結果を明確

にした「更生管きょ厚設計計算書」及び「耐震計算書」を提出し監督職員の承諾を得るも

のとする。 

３ 管きょ更生材料は、製作後速やかに工事現場に搬入することとし、運搬及び保管にあた

っては材料の損傷､品質の低下の防止対策を講じなければならない。 

 

下‐１‐４‐１‐３ 事前調査 

１ 受注者は、施工上必要な事項について、施工前にその全容を把握するための調査を行わ

なければならない。 

２ 受注者は、調査対象、調査箇所及び調査方法等について「事前調査計画書」を作成し、

また、調査終了後には「事前調査報告書」を作成し、監督職員に提出しなければならない。

なお、主な調査事項は、次のとおりとする。 

(１) 周辺道路の使用状況 

(２) 下水道施設内の状況 

ア 下水管きょ調査（本管の破損、蛇行、たるみ、段差、浸入水(圧等)、取付管の突出・管

口位置・形状等） 
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事前の下水管きょ調査については、本章の定めによるほか、業務委託仕様書「Ⅱ各種

業務委託仕様書‐第４編下水道施設維持管理等業務第１章業務一般及び第３章下水管き

ょ調査」の規定に基づき、実施しなければならない。 

イ 酸素濃度、有毒ガス（濃度や発生状況） 

(３) 周辺の排水状況 

ア 下水処理場、ポンプ場の運転状況 

イ ビルピットの有無の確認 

ウ 排水調査（仮排水の必要な場合） 

(４) その他必要事項 

(５) 受注者は、工事関係者へ事前調査結果を周知し､事故防止に努めなければならない。 

 

下‐１‐４‐１‐４ 施工計画 

１ 受注者は、工事着手前に本編添付資料「２施工計画書作成要領」の定めに従い施工上必

要な工法、施工要領、施工管理項目、管理基準値等について明記のうえ施工計画書を作成

し、監督職員に提出しなければならない。ただし、下‐１‐４‐１‐３事前調査第２項に

規定する事前調査報告書（以下「事前調査報告書」という。）に基づき、適応できる工法の

中からの選定過程も明記するとともに、工事に適応しない箇所があったときはその措置等、

協議に必要となる資料を整理して添付しなければならない。 

なお、監督職員が事前調査及び本体工事に分けて提出を求めた場合は、これに従わなけ

ればならない。 

２ 受注者は、施工計画の立案にあたっては、既往の気象記録及び施工予定時期の気象予想、

付近の住環境等の現地調査を入念に行い施工目的、施工条件、工法の特性を考慮のうえ、

安全かつ適合する効率的な施工方法を採用しなければならない。ただし、施工にかかる道

路占用時間は、別途の条件がある場合を除き、原則として８時間／日（昼夜間施工問わず）

以内とする効率的な施工サイクルを策定するものとする。 

３ 受注者は、管きょ更生材料の硬化時に発生するスチレンガスなど有害ガスが、隣接して

いる下水道施設に流出等しないよう必要な措置を講じるとともに住環境等への漏出がない

か定期的に点検・記録を行うものとし、これら講じる措置を施工計画書に明記しなければ

ならない。 

４ 受注者は、専門技術者を定め当該工事の施工中は工事現場に常駐させ、その業務に従事

させるものとする。専門技術者は、施工工法の協会において施工技術研修、または講習を

受けた者を選任し、その証となるものの写しを施工計画書に添付しなければならない。な

お、専門技術者は、証明書を常時携帯し、監督職員が提示を求めた場合は、これに応じな

ければならない。 

５ 受注者は､施工計画書に示される施工手順に従って施工管理を行わなければならない。 

６ 受注者は､設計図書に適合するよう施工するために､自らの責任において､施工管理体制

を確立しなければならない。 
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７ 施工計画書の内容に変更が生じた場合は、前項の規定に準ずるものとする。ただし、臨

機の措置を講じる場合はこの限りでない。 

 

下‐１‐４‐１‐５ 施工 

受注者は、次に掲げる事項に留意して施工しなければならない。 

１ 既設管きょ内の洗浄工 

事前の洗浄工については、業務委託仕様書「Ⅱ各種業務委託仕様書‐第４編下水道施設

維持管理等業務第１章業務一般及び第２章下水道施設清掃」の規定に基づき施工しなけれ

ばならない。ただし、現況図の作成及び出来高図の作成を除くものとする。 

２ 下水管きょ調査の実施 

(１) 下水管きょ調査は、実施工程に従い、監督職員と厳密な連絡を保ち、実施しなければな

らない。 

(２) 下水管きょ調査は、管内状況をテレビカメラにより調査を行う場合（管径 800mm未満）

は収録した画面で行い、目視により調査を行う場合（管径 800mm 以上）は、撮影した写

真で管内の状況が確認できるよう行わなければならない。なお、本体工事に支障となる

取付管の突き出し等がある場合は、事前に処置を行わなければならない。 

３ 仮排水工 

(１) 受注者は、当日の施工に際し、施工完了後の本管・取付管ともに排水に支障をきたす事

のないように十分な処置を講じなければならない。 

(２) 製管工法においては、充填材の裏込部の間隙が適切に確保されるよう、既設管きょの排

水を順次速やかに製管内に取り込む措置を講じなければならない。また、当該措置につ

いて、定期的（降雨後毎を含む。）に巡視及び点検を行うものとし、所要の目的・機能を

確保しなければならない。ただし、点検はその都度、記録整備し監督職員に報告するも

のとする。 

(３) 受注者は、仮排水施設の巡視及び点検を行わなければならない。 

(４) 降雨が予想される場合は、作業中であっても直ちに作業を中止して速やかに仮排水施設

を下水道施設外に搬出し、施設機能の確保を行わなければならない。なお、作業中にお

ける直ちの中止作業手順や対応策を施工計画書に記載しておくものとする。 

４ 管きょ更生工については、本章「第２節管きょ更生工（反転工法）」「第３節管きょ更生

工（形成工法）」「第４節管きょ更生工（製管工法）」の規定によるものとする。 

５ 取付管部の穿孔 

(１) 穿孔は、事前調査報告書による取付管の箇所、管口位置・形状等の情報に基づき、施工

するものとし、その位置に誤り、ズレ等を生じさせないよう適切かつ正確に仕上げなけ

ればならない。 

(２) 小口径管きょ(800ｍｍ未満)の遠隔操作による穿孔機を用いて管きょ内より行い開口状

況をテレビカメラにより撮影しなければならない。 

(３) 中大口径管きょ（800ｍｍ以上）の取付管部の穿孔は、地上における事前穿孔及び管き

ょ内での穿孔により行わなければならない。 
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６ 管口仕上げ 

管口は、既設マンホール壁のゴミ等の付着物を除去のうえ樹脂モルタル等の材料により

仕上げを行わなければならない。 

 

下‐１‐４‐１‐６ 施工管理 

１ 受注者は、本編添付資料「28 下水道施設土木工事施工管理基準(案)」及び施工計画書に

定められた施工管理項目について施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成し、監督

職員に提出しなければならない。 

なお、これらに定めのない事項については、施工管理の方法を検討し、共‐１‐１‐３

‐３施工管理に規定に基づき、施工計画書に明記しなければならない。 

２ 受注者は、施工管理項目に定められた試験を実施し、適宜、監督職員に報告しなければ

ならない。 

３ 工事現場毎に管きょ更生材料を据付け、熱及び光等により硬化・形成反応させる場合は、

その硬化施工毎に、硬化した管きょ更生材料の一部（以下「試験片」という。）を切り取り、

所要の物性特性値を確認しなければならない。 

ただし、社団法人日本下水道協会のⅡ類認定適用資器材として認定されている管きょ更

生材料にあっては、圧力管理、温度管理等が最適規格値内で硬化施工されたことを監督職

員が確認できる場合において、物性特性値の確認頻度を管きょ更生材料の製造単位毎とす

ることができるものとし、この適用を受ける場合は、次の各号に掲げる事項に留意しなけ

ればならない。 

(１) 事前に監督職員の承諾を得るものとする。 

(２) 試験片は硬化施工毎に採取・保管しておくものとする。 

(３) 物性特性値を確認する試験片の選定は、監督職員が行うものとする。 

(４) 所要の物性特性値の確認後において、監督職員の承諾を得て、不用の試験片を適正に処

理しなければならない。 

４ 前項に規定する「最適規格値内で硬化施工」とは、当該工法手引き等で示される標準の

数値等範囲内で、かつ当該既設管きょ条件に見合う最適な施工基準値を最適規格値とし、

その施工計画温度値に対する範囲「±５℃以内」、施工計画圧力値に対する範囲「±0.01MPa

以内」で実施した硬化施工をいう。 

５ 小口径管(800ｍｍ未満)の更生管きょの確認については、テレビカメラで管きょ内を撮影

し、その内容のビデオテープ等及び写真を、監督職員に提出しなければならない。 

６ 更生管きょ内は、損傷、しわ、硬化不良及び取付管口ズレ・誤穿孔等の欠陥がないもの

とする。 

欠陥が生じた場合、受注者は、その事由に対する原因を考察するとともに、対策・措置(計

画)を講じた報告書を提出し、監督職員と協議しなければならない。 
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下‐１‐４‐１‐７ 安全管理及び環境対策 

１ 受注者は、安全管理及び環境対策について、共通編「第１章総則」及び業務委託仕様書

「Ⅱ各種業務委託仕様書‐第４編下水道施設維持管理等業務第１章業務一般」の規定による

ほか、工事施工手法の特性を考慮し、下記項目の該当事項について適切な対策を講じるも

のとし、その措置内容を施工計画書に明記し、工事を施工しなければならない。 

(１) 防臭設備の設置 

(２) 防火、防爆及び排出熱対策 

(３) 酸欠、有毒ガス対策 

(４) 粉塵対策 

(５) 温水対策 

(６) 騒音・振動対策 

(７) 緊急時退避対策（経路、手順、伝達手法等その他必要な事項） 

(８) その他の安全管理 

受注者は、施工に際し本市施設（ポンプ）操作を必要とする場合、共通編添付資料「13

ポンプ操作を伴う請負工事等の連絡体制マニュアル(案)」に基づき実施しなければなら

ない。 

(９) 受注者は、使用する更生材の構成要素が「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び

管理の改善の促進に関する法律」(化学物質把握管理促進法)の指定化学物質に該当する

場合は、更生材料の組成を明記して化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）を監督職

員に提出しなければならない。 

(10) その他必要な事項 

 

 

第２節 管きょ更生工（反転工法） 

 

下‐１‐４‐２‐１ 一般事項 

受注者は､管きょ更生工の反転工法（熱硬化タイプ及び光硬化タイプ）の施工にあたり､

本節の規定によらなければならない。 

 

下‐１‐４‐２‐２ 材料 

管きょ更生材料は、次の各項の規格によるものとする。 

１ 管きょ更生材料（熱硬化タイプ）は、JSWAS K-1（下水道用硬質塩化ビニル管）、JSWAS 

K-2（下水道用強化プラスチック複合管）、JSWAS K-16（下水道内挿用強化プラスチック複

合管）及びＪＩＳ規格に準拠した耐荷強度、曲げ強度、引張強度、圧縮強度、耐薬品性、

耐摩耗性、耐ストレインコロージョン性（ガラス繊維あり）、水密性、耐劣化性（ガラス繊

維なし）、粗度係数、成形後収縮性（軸方向及び内径方向の収縮を検査し、流下能力低下、

既設管との密着性に対し影響を及ぼさないこと）について、監督職員が確認できなければ

ならない。 



 4章‐6 

２ 管きょ更生材料（光硬化タイプ）は、JSWAS K-1（下水道用硬質塩化ビニル管）、JSWAS 

K-2（下水道用強化プラスチック複合管）及びＪＩＳ規格に準拠した耐荷強度、曲げ強度、

引張強度、圧縮強度、耐薬品性、耐摩耗性、耐ストレインコロージョン性、水密性、耐劣

化性、粗度係数、成形後収縮性（軸方向及び内径方向の収縮を検査し、流下能力低下、既

設管との密着性に対し影響を及ぼさないこと）について、監督職員が確認できなければな

らない。 

３ 管きょ更生材料及び更生管きょの物理特性は、公的機関による試験成績書を監督職員に

提出しなければならない。 

 

下‐１‐４‐２‐３ 施工管理（熱硬化タイプ） 

施工管理は、施工計画書による以下の事項について行わなければならない。 

１ 材料挿入速度 

反転速度、反転圧力等を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

２ 反転時の圧力管理 

圧力等を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

３ 硬化時の圧力管理 

(１) 空気圧を用いる工法については、施工中は圧力センサー等を用いて連続的に圧力と時間

を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

(２) 水圧（水頭）を用いる工法については、圧力計の測定値や水頭高さを随時計測し、記録

を監督職員に提出しなければならない。 

４ 硬化温度管理及び硬化時間管理 

施工中は温度センサー等を用いて連続的に温度と時間を計測し、記録を監督職員に提出

しなければならない。 

５ 冷却養生時間管理 

施工中は温度センサー等を用いて連続的に温度と時間を計測し、記録を監督職員に提出

しなければならない。 

 

下‐１‐４‐２‐４ 施工管理（光硬化タイプ） 

施工管理は、施工計画書による以下の事項について行わなければならない。 

１ 材料挿入速度 

反転速度、反転圧力等を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

２ 反転時の圧力管理 

圧力等を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

３ 硬化時の電源管理 

硬化中は、ＵＶライト制御盤に入力される電力が適正な電圧及び周波数であるかを計測

し、記録を監督職員に提出しなければならない。 
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４ 硬化時の圧力管理 

施工中は、圧力センサー等を用いて連続的に圧力と時間を計測し、記録を監督職員に提

出しなければならない。 

５ 硬化温度管理 

施工中は、ＵＶ照射装置に搭載した赤外線温度センサー等を用いて連続的に温度を計測

し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

６ 硬化時間管理 

施工中は、ＵＶライト点灯から消灯までの時間を連続的に計測し、記録を監督職員に提

出しなければならない。 

７ 冷却養生時間管理 

ＵＶライト消灯後、所定の冷却養生時間を計測し、記録を監督職員に提出しなければな

らない。 

 

 

第３節 管きょ更生工（形成工法） 

 

下‐１‐４‐３‐１ 一般事項 

受注者は､管きょ更生工の形成工法（熱硬化タイプ、光硬化タイプ及び熱形成タイプ）の

施工にあたり､本節の規定によらなければならない。 

 

下‐１‐４‐３‐２ 材料 

管きょ更生材料は、次の各項の規格によるものとする。 

１ 管きょ更生材料（熱硬化タイプ）は、下‐１‐４‐２‐２材料第１項の規定によらなけ

ればならない。 

２ 管きょ更生材料（光硬化タイプ）は、下‐１‐４‐２‐２材料第２項の規定によらなけ

ればならない。 

３ 管きょ更生材料（熱形成タイプ）は、JSWAS K-1（下水道用硬質塩化ビニル管）、JSWAS 

K-2（下水道用強化プラスチック複合管）及び JIS 規格に準拠した耐荷強度、曲げ強度、引

張強度、圧縮強度、耐薬品性、耐摩耗性、水密性、耐劣化性、粗度係数、成形後収縮性（軸

方向及び内径方向の収縮を検査し、流下能力低下、既設管との密着性に対し影響を及ぼさ

ないこと）について、監督職員が確認できなければならない。 

４ 管きょ更生材料及び更生管きょの物理特性は、公的機関による試験成績書を監督職員に

提出しなければならない。 

 

下‐１‐４‐３‐３ 施工管理（熱硬化タイプ） 

施工管理は、施工計画書による以下の事項について行わなければならない。 

１ 材料挿入速度 

引込速度を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 
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２ 拡径時の圧力管理 

圧力等を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

３ 硬化時の圧力管理 

(１) 空気圧を用いる工法については、施工中は圧力センサー等を用いて連続的に圧力と時間

を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

(２) 水圧（水頭）を用いる工法については、圧力計の測定値や水頭高さを随時計測し、記録

を監督職員に提出しなければならない。 

４ 硬化温度管理及び硬化時間管理 

施工中は温度センサー等を用いて連続的に温度と時間を計測し、記録を監督職員に提出

しなければならない。 

５ 冷却養生時間管理 

施工中は温度センサー等を用いて連続的に温度と時間を計測し、記録を監督職員に提出

しなければならない。 

 

下‐１‐４‐３‐４ 施工管理（光硬化タイプ） 

施工管理は、施工計画書による以下の事項について行わなければならない。 

１ 材料挿入速度 

引込速度を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

２ 拡径時の圧力管理 

圧力等を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

３ 硬化時の電源管理 

硬化中は、ＵＶライト制御盤に入力される電力が適正な電圧及び周波数であるかを計測

し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

４ 硬化時の圧力管理 

施工中は、圧力センサー等を用いて連続的に圧力と時間を計測し、記録を監督職員に提

出しなければならない。 

５ 硬化温度管理 

施工中は、ＵＶ照射装置に搭載した赤外線温度センサー等を用いて連続的に温度を計測

し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

６ 硬化時間管理 

施工中は、ＵＶライト点灯から消灯までの時間を連続的に計測し、記録を監督職員に提

出しなければならない。 

７ 冷却養生時間管理 

ＵＶライト消灯後、所定の冷却養生時間を計測し、記録を監督職員に提出しなければな

らない。 

 

下‐１‐４‐３‐５ 施工管理（熱形成タイプ） 

施工管理は、施工計画書による以下の事項について行わなければならない。 
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１ 材料挿入速度 

引込速度を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

２ 蒸気加熱時の温度管理 

施工中は、更生材外面の温度を温度センサー等により連続的に温度と時間を計測し、記

録を監督職員に提出しなければならない。 

３ 蒸気加熱時の圧力管理 

施工中は、管内の圧力を圧力計等により随時計測し、記録を監督職員に提出しなければ

ならない。 

４ 拡径、冷却時の温度管理 

施工中は、更生材外面の温度を温度センサー等を用いて連続的に温度と時間を計測し、

記録を監督職員に提出しなければならない。 

５ 拡径、冷却時の圧力管理 

施工中は、管内の圧力を圧力計等用いて連続的に計測し、記録を監督職員に提出しなけ

ればならない。 

 

 

第４節 管きょ更生工（製管工法） 

 

下‐１‐４‐４‐１ 一般事項 

受注者は､管きょ更生工の製管工法（機械嵌合タイプ及び人力嵌合タイプ）の施工にあた

り､本節の規定によらなければならない。 

 

下‐１‐４‐４‐２ 材料 

管きょ更生材料は、次の各項の規格によるものとする。 

１ 管きょ更生（機械嵌合タイプ）材料は、JSWAS K-1（下水道用硬質塩化ビニル管）、JSWAS 

K-2（下水道用強化プラスチック複合管）、JSWAS A-1（下水道用鉄筋コンクリート管）及

びＪＩＳ規格に準拠した破壊強度・外圧強さ、引張強度、耐薬品性、耐摩耗性、水密性、

一体性（既設管と更生材）、粗度係数について、監督職員が確認できなければならない。 

２ 管きょ更生（人力嵌合タイプ）材料は、JSWAS K-1（下水道用硬質塩化ビニル管）、JSWAS 

K-2（下水道用強化プラスチック複合管）、JSWAS K-14（下水道用ポリエチレン管）、JSWAS 

A-1（下水道用鉄筋コンクリート管）及びＪＩＳ規格に準拠した破壊強度・外圧強さ、引張

強度、耐薬品性、耐摩耗性、水密性、一体性（既設管と更生材）、粗度係数について、監督

職員が確認できなければならない。 

３ 管きょ更生材料及び更生管きょの物理特性は、公的機関による試験成績書を監督職員に

提出しなければならない。 

４ 裏込材は、JSCE-G521規格に適合した圧縮強度を有するもの及び既設管と製管の間隙を十

分充填できるもので､既設管との付着力が高いものを使用しなければならない。 
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下‐１‐４‐４‐３ 施工管理 

施工管理は、施工計画書による以下の事項について行わなければならない。 

１ 嵌合状態の確認 

(１) 嵌合部にゴミなどの不純物が挟まってないかの確認を行わなければならない。 

(２) 更生完了後、全スパンにわたり嵌合状態を含め、管内面を目視またはテレビカメラに

より確認を行わなければならない。 

２ 更生管きょ材料は、所定の計画位置に据付けなければならない。据付け後の更生管きょ

材料は、位置移動・ズレ、沈下、浮き上り、ローリングが生じ無いよう適切に、その防止

対策を講じるとともに、定期的（降雨後毎を含む。）に当該更生管きょ材料を点検するもの

とし、所要の形状寸法を確保しなければならない。ただし、点検はその都度、記録整備し

監督職員に報告するものとする。 

３ 充填材性状の確認 

(１) 現場配合を行う場合は配合比を計測し、記録を監督職員に提出しなければならない。 

(２) 注入日毎に、フロー試験、コンシステンシー試験等を行い、記録を監督職員に提出し

なければならない。 

４ 充填材の注入圧力管理 

(１) 圧力注入する場合は、注入圧力を圧力計等により随時計測し、記録を監督職員に提出

しなければならない。 

(２) 圧力注入しない場合は、ポンプ吐出圧の監視を行わなければならない。 

５ 充填材の注入量管理 

施工中は、充填材料注入量を流量計等により連続的に注入量と時間を計測し、記録を監

督職員に提出しなければならない。 

６ 完全充填の確認 

両管口に設置した立上げ管における充填材の流出を確認し、充填後の打音検査等により

完全充填の確認を行わなければならない。 

７ スペーサーの確認 

スペーサー設置の際には、がたつきのないことの確認を行わなければならない。 

８ 支保工及び浮上防止工の確認 

受注者は、裏込め充填による更生管きょの沈下、浮き上り防止対策を講じるとともに、

更生管きょ形状寸法の確保を行わなければならない。 

 

 


